
仙台市介護保険審議会 地域包括支援センター運営委員会 

（第８期計画期間 第９回会議）議事録 

 

日時：令和５年 10月 25日（木）15：32～15：50   

場所：仙台市役所本庁舎８階第２委員会室  

 

〈出席者〉 

【委員】 

橋本治子委員長、狩野クラ子委員、大内修道委員、駒井伸也委員、佐々木心委員、清治邦章

委員、原田つるみ委員、森高広委員、若生栄子委員 以上９名、五十音順 

 

【仙台市職員】 

伊藤保険高齢部長、大関高齢企画課長、庄子地域包括ケア推進課長、浅野地域包括ケア推進

課認知症対策担当課長、北村介護保険課長、古城介護事業支援課長、佐藤地域包括ケア推進

課主幹兼推進係長、千葉介護事業支援課ケアマネジメント指導係長 

 

〈議事等要旨〉 

１ 開会 

・ 会議公開の確認→異議なし 

・ 議事録署名委員について駒井委員に依頼→駒井委員了承 

 

２ 議事 

（１）地域包括支援センター設置運営法人の公募について 

庄子地域包括ケア推進課長から説明（資料１、参考資料１） 

 

 

【質疑応答】 

駒井委員： 

 

参考までに伺いたいが、公募のスケジュール期間が短いように感じ

る。このスケジュールで手を挙げる事業所はあるのか。 

庄子課長： 11月２日に公募開始であり、公募期間は３週間くらいある。また、今

回は２圏域を３圏域に分割するが、現在その２圏域は同じ法人が受託

しているということもあり、０ということはないのではと考えてい

る。 

なお、２日には先ほど説明した内容で速やかに介護事業者等にメール

などで募集のお知らせをする予定であり、周知には力を入れていきた

い。 

狩野委員： １次選考・２次選考とあるが、応募いただいた事業所全てに面接を実

施するという認識で問題ないか。 

庄子課長： 応募いただいた書類に大きな不備等があるなどの事情がなければ、全

参考資料２ 



ての事業所と面接をさせていただく予定である。 

橋本委員長: そのほかご意見ご質問がなければ「（１）地域包括支援センター設置

運営法人の公募について」は承認としてよろしいか。 

 

 （一同了承） 

 

橋本委員長: それでは当議案を承認とする。 

 

（２）令和５年度地域包括支援センター設置委員会のスケジュール（予定）について 

庄子地域包括ケア推進課長から説明（資料２） 

 

【質疑応答】 

橋本委員長: ご意見ご質問がなければ「（２）令和５年度地域包括支援センター設置

委員会のスケジュール（予定）について」は承認としてよろしいか。 

 

 （一同了承） 

 

橋本委員長: それでは当議案を承認とする。 

 

３ その他 

【質疑応答】 

森委員： 今期においては、３か所の受託業務返上が生じている。現時点で新たな受

託業務返上の動きはあるのか。 

庄子課長： 現時点でそのような情報は当課には入っていない状況である。 

清治委員： 前回の受託業務返上の理由は何か。 

森委員: 人員不足だった。 

庄子課長： 森委員にご回答いただいたとおり、人員不足である。 

狩野委員： 人員不足の職種は何か。 

庄子課長： 前回は主任ケアマネジャーの不足である。 

原田委員： 受託業務返上がなされた場合、被保険者・相談者に対しては、どのような

対策を考えているのか。業務が一時的にできなくなる等、そういったこと

にはならないのか。 

また、そういった場合、選定作業は今回の内容と同様の手順で行うのか。 

庄子課長： 前回の内容でお伝えすると、業務の停止はない状態で新しい事業者の選定

を行い、しっかりと引継ぎを行ったうえで受託業務を返上されているた

め、空白期間はない。 

なお、受託業務返上の場合でも選定作業は今回と同様の手順で行う。 

原田委員： 同様の作業で行うとなると空白期間が生じると考えるが、やはり生じない



 

４ 閉会 

 

 

 

のか。 

庄子課長： 現在も同様であるが、仮に３職種のうち、１職種が病休等により不在であ

っても、短期間の場合は、減算等の対応は行うが、事業は継続いただいて

いる。よって、３職種が不足するため、直ちに業務ができないということ

ではないため、空白期間が生じないよう引継ぎを行っていただいている。 

原田委員： では、手薄になるということか。仮に相談業務が滞ってしまうというよう

な可能性もあるということか。 

庄子課長： 可能性ということであれば、そのようなことがないとは言えないが、３職

種だけで業務を行っているわけではなく、前回の地域包括支援センター運

営委員会にて示した通り、ほとんどの事業所では人数を加配して対応いた

だいているため、実際に相談業務が滞るということは生じづらい。前回の

受託業務返上の際も、相談業務等が滞ったためということではなく、あく

まで３職種が配置できないためにご辞退いただいた。もちろん、原田委員

のおっしゃる懸念が必ず生じないとは言えないが、そのようなことが生じ

ないよう、各法人にて努力いただいている。 

原田委員： 様々な事情があると思うが、切れ目のない支援をいただけるよう市として

も指導いただきたい。 


